
モニタリング検査結果（簡易検査：令和８年度実施分）

NO 都道府県 市町村
その他

(海域、河川、製造所等）

【きのこ類、山菜類、水
産物等の場合】

野生（または天然）/栽
培（または養殖）

その他
放射性セシウム

(ｾｼｳﾑ134 + ｾｼｳﾑ137)

1 北海道 - 北海道・青森県沖太平洋 流通品 水産物 タラ 天然 - 制限なし
大阪市中央卸売市場

東部市場食品衛生検査所
NaI R8.4.16 R8.4.22 <17

2 愛媛県 - 豊後水道 流通品 水産物 イサキ 天然 - 制限なし
大阪市中央卸売市場

東部市場食品衛生検査所
NaI R8.4.16 R8.4.22 <17

3 三重県 - 伊勢湾 流通品 水産物 マアジ 天然 - 制限なし
大阪市中央卸売市場

東部市場食品衛生検査所
NaI R8.4.16 R8.4.22 <17

4 福島県 - 福島県沖 流通品 水産物 アオメエソ 天然 - 制限なし
大阪市中央卸売市場

東部市場食品衛生検査所
NaI R8.4.16 R8.4.22 <17

5 福島県 - 福島県沖 流通品 水産物 ババガレイ 天然 - 制限なし
大阪市中央卸売市場

東部市場食品衛生検査所
NaI R8.4.16 R8.4.22 <17

6 北海道 - 北海道・青森県沖太平洋 流通品 水産物 ソウハチガレイ 天然 - 制限なし
大阪市中央卸売市場

東部市場食品衛生検査所
NaI R8.4.16 R8.4.22 <17

7 － - 高知県 流通品 水産物 マダイ 天然 制限なし
大阪市中央卸売市場

食品衛生検査所
NaI R8.4.27 R8.5.18 <16

8 － - 熊本県 流通品 水産物 ホウボウ 天然 制限なし
大阪市中央卸売市場

食品衛生検査所
NaI R8.4.27 R8.5.18 <15

9 － - 北海道 流通品 水産物
エゾメバル

(ガヤメバル)
天然 制限なし

大阪市中央卸売市場
食品衛生検査所

NaI R8.4.27 R8.5.18 <16

10 － - 石川県 流通品 水産物 マアジ 天然 制限なし
大阪市中央卸売市場

食品衛生検査所
NaI R8.4.27 R8.5.18 <16

11 － - 下田沖 流通品 水産物 キンメダイ 天然 制限なし
大阪市中央卸売市場

食品衛生検査所
NaI R8.4.27 R8.5.18 <15

12 － - 鹿児島県 流通品 水産物 カツオ 天然 制限なし
大阪市中央卸売市場

食品衛生検査所
NaI R8.4.27 R8.5.18 <15

13 － - 八幡浜沖 流通品 水産物 イサキ 天然 制限なし
大阪市中央卸売市場

食品衛生検査所
NaI R8.4.27 R8.5.18 <16

14 宮城県 - 三陸南部沖 流通品 水産物
ソウハチガレイ
（エテガレイ）

天然 制限なし
大阪市中央卸売市場

食品衛生検査所
NaI R8.4.27 R8.5.18 <15

15 千葉県 - 房総沖 流通品 水産物 マサバ 天然 - 制限なし
大阪市中央卸売市場

東部市場食品衛生検査所
NaI R8.5.14 R8.5.26 <17

16 三重県 - 伊勢湾 流通品 水産物 ブリ 天然 - 制限なし
大阪市中央卸売市場

東部市場食品衛生検査所
NaI R8.5.14 R8.5.26 <17

17 青森県 - 北海道・青森県沖太平洋 流通品 水産物 マダラ 天然 - 制限なし
大阪市中央卸売市場

東部市場食品衛生検査所
NaI R8.5.14 R8.5.26 <17

18
鹿児島県
宮崎県

- 宮崎県沖 流通品 水産物 カツオ 天然 - 制限なし
大阪市中央卸売市場

東部市場食品衛生検査所
NaI R8.5.14 R8.5.26 <17

19 福島県 - 福島県沖 流通品 水産物 クロメバル 天然 - 制限なし
大阪市中央卸売市場

東部市場食品衛生検査所
NaI R8.5.14 R8.5.26 <17

20 北海道 - 北海道・青森県沖太平洋 流通品 水産物 アカガレイ 天然 - 制限なし
大阪市中央卸売市場

東部市場食品衛生検査所
NaI R8.5.14 R8.5.26 <17
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　食品中の放射性セシウムが検出されなかった場合、検査結果は【＜●（検出下限）】として表記しています。
　検出下限は、その検査において測定可能な最小値を示します。
　　　　　例 ： 放射性セシウムが検出されず、検出下限が25の場合、「<25」と表記します。

　なお、検出下限を超えた食品についての簡易検査の結果は、参考値として記載しています。

検査食品 規格基準値

農産物

一般食品
：100（Bq/kg）

水産物


